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１．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　当拠点区分において、棚卸資産の評価方法として、最終仕入原価法によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法

　　①有形固定資産（リース資産を除く）

　　　　当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

　　②無形固定資産（リース資産を除く）

　　　　当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

（３）徴収不能引当金の計上基準

　　　　当拠点区分は、期末時の利用者等に対する債権残高のうち１年を超える期間にわたり未徴収の債権

　　　の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金と

　　　して計上している。

（４）賞与引当金の計上基準

　　　　当拠点区分は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年

　　　度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（５）消費税の取扱い

　　　　当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

　該当する事項はない。

３．採用する退職給付制度

　当拠点区分は、職員の退職給付に充てるため、確定給付制度を採用している。確定給付制度では退職給付

　として給与と勤務期間に基づいた一時金を支給している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

　（１）健祥苑授産センター金太郎拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第

　　　　３号第４様式)

　（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）

　　　　　ア．健祥苑授産センター金太郎

　　　　　イ．授産センター金太郎　建築会計

　（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

土地 63,800,000 0 0 63,800,000

建物 38,437,424 2,306,635 3,208,679 37,535,380

         合  計 102,237,424 2,306,635 3,208,679 101,335,380

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

固定資産の除売却に伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。資産毎の内訳は以下の通りである。

　　①建物　　　　　　該当する事項はない。

　　②構築物　　　　　該当する事項はない。

　　③機械及び装置　　生ゴミ処理設備（有姿除却）の廃棄に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額　1円

　　④車輛運搬具　　　該当する事項はない。

　　⑤器具及び備品　　該当する事項はない。
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７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 63,800,000円

建物（基本財産） 37,535,380円

                             計 101,335,380円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 0円

設備資金借入金（健祥苑） 0円

                             計 0円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物（基本財産） 193,372,357 155,836,977 37,535,380

構築物 7,250,240 7,035,046 215,194

機械及び装置 1,606,453 1,606,450 3

車輌運搬具 9,654,818 8,795,108 859,710

器具及び備品 15,659,029 15,118,211 540,818

有形リース資産 27,442,800 27,442,800 0

         合  計 254,985,697 215,834,592 39,151,105

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　該当する事項はない。

１０．重要な後発事象

　該当する事項はない。

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに
するために必要な事項
　該当する事項はない。


